
国 県 起 債 そ の 他 一 般 財 源

13,835 平成 28 年 ～ 32 年度 13,835

　[事業の目的]

　[事業の内容]

　指定管理者に以下の業務を委託する。

　[これまでの関連する取組み]

　[今後の取組み]

平成27年度9月補正予算債務負担行為の概要

　地方自治法第２４４条の２第３項、鳥取市都市公園条例及び鳥取市公の施設に係る指定管理者の指定の手
続きに関する条例の規定に基づき指定管理者制度を導入することで、民間事業者等の創意と工夫に基づい
た河原町中央公園の運営における質的向上と効率化を図る。

[単位：千円]

財 源 内 訳
限 度 額

 　４．１２月議会議決後、指定管理業者の指定及び告示。

 　５．２～３月中に基本協定書の締結。

 　６．指定管理業者交代の場合、３月末までに引継ぎ。

期 間

事 業 名 担 当 課

指定管理者制度に基づき指定管理者に委託する鳥取市河原町お城山展望台及び
河原町中央公園の管理運営費（※うち「河原町中央公園」）

都市環境課

９月議会で債務負担行為の議決を得た後のスケジュ－ルは次のとおり。

 　７． ４月１日より管理開始。

　河原町中央公園の管理運営に関する業務。

　平成１８年度より指定管理者制度へ移行している施設であり、指定管理者による民間の能力を活用し、住民
サービスの向上、経費の節減などを図りつつ効果的、効率的な管理運営を行なっている。

　現指定管理者　　風土資産研究会

　指定管理料　　Ｈ２３　 ２，７００千円　　 H２４　  ２，７００千円　　　H２５　 ２，７００千円
　　　　　　　　　　 Ｈ２６ 　２，７７７千円　　 H２７　　２，７７７千円　　　計　１３，６５４千円
　　　　　　　　　　（前回債務負担行為額　　１３，６５６千円）

 　１．公募を実施。

 　２．指定管理者選考委員会を開催し、指定管理候補者の選定。

 　３．１２月議会で指定管理者の指定議決。

-40-


